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 ⑨ 令和 8 年度予算（案）                 松本会計（5-6 頁） 

 ⑩ 上記案件に対する質疑応答               天野副会長 

 ⑪ 上記案件に対する承認                 天野副会長 

 ⑫ 令和 8 年度役員選出（案）               天野副会長（7 頁） 

 ⑬ 規約及び細則の改定                明理事（13-20 頁）               

 

 ５．書記解任・議長解任                   髙橋理事・天野副会長 

 

 ６．其の他  

 ① 新役員紹介                      天野副会長 

 ② 会務分担について                                 天野副会長（10 頁） 

 ③ 各班、各組一覧、親交会区域概要図         天野副会長（11-12 頁）        

   ④ 前原親交会防災倉庫収納品一覧表             天野副会長（23 頁） 

 

７．閉会の言葉                       明理事  

 

 

 

 

（１） 



 

副 会 長 挨 拶 

 

令和８年５月 

               前原親交会副会長  天野 晃 

 

本日ここに前原親交会総会を開催するにあたり謹んでご挨拶申し上げます。 

また町会員の皆さまにおかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。 

平素より前原親交会の運営ならびに活動に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

さて先にご案内のとおり当町内会会長 仲川 有 様におかれましては、令和７年１２月にご逝去されまし

た。在任中は町内会運営および地域活動の推進に、そして町内会館の建設に多大なご尽力を賜りここに改め

て深く感謝申し上げますとともに謹んで哀悼の意を表します。 

 

会館建設にあたり、町内会員お二人の有志より、土地・材木・加工の無償提供という多大なるご厚意を賜

りました。これに報いるため、船橋市の町会自治会館設置補助金を活用するとともに、関係各位のご支援な

らびに町内会員の皆様からの協賛金のご寄付をいただき、町内会館を無事完成することができました。本年 2

月 11日には、船橋市長 松戸 徹 様をはじめ、多くのご来賓のご臨席のもと開所式を執り行い、3月 1日より

本格運用を開始いたしました。 

ここに謹んでご報告申し上げます。改めて厚く御礼申し上げます。 

 

今後は本会館が平常時においては地域住民が安心して集い交流のできる憩いの場として、また子供たちが

健やかに成長し地域とのつながりを深める場として広く活用されるとともに、災害時には地域住民が相互に

助け合い支え合う防災拠点として、その機能を十分に発揮するものと確信しております。 

 

新型コロナウィルス感染症の影響もようやく落ち着き対面での活動を再開することができました。各種事

業につきましては後ほどご報告申し上げるとおり概ね計画通り実施することができました。 

 

本年度も運動会、敬老会、防災訓練などをはじめ出来る限り多くの町会員の皆様にご参加いただける活動

を推進してまいりたいと存じます。 

 

 

                                          以 上  

 

 

 

（２） 



令和 7 年度 前原親交会事業活動報告 

 

 

（３） 

 事 業 名 日 時 場 所 参 加 者 備 考 

1 
会計監査 

 

4/6（月） 

9:30～ 

集会所 監事・会計 R6年度会計監査 

2 
クリーン船橋 

530の日 

5/25（日） 

9:00～11:00 

前小・中野木小 

集積所 

町内住民・担当委員 自宅⇒⇒学校 

3 
令和 7年度総会 5/25（日） 

14:00～ 

東部公民館 

4階講堂 

役員・組長・町会会員 R6年度事業・会計報告及び 

R7年度事業計画・予算承認 

4 
運動会検討会 5月随時 集会所 役員・各委員・青年部 

子供会 

実行検討 

5 
第 40回運動会 

 

6/8(日) 

9:30～ 

前小校庭 青年部・子供会・役員 

第 1白寿会・婦人協力隊 

前日設営 13:00～ 

雨天の場合は賞品贈呈 

6 
敬老会・祭礼検討会 8月随時 集会所 役員・民生委員・総代 

担当委員・青年部 

実行検討 

7 
令和 7年度敬老会 

 

9/21（日） 

10:30～ 

東部公民会 

4階講堂 

80歳以上対象 

民生委員・役員・来賓 

会場設置 

9:00～ 

8 
令和 7年度祭礼 

 

10/5（日） 

10:00～ 

町内全域 

渡御 

町内住民･子供会･役員・ 

総代･青年部･婦人協力隊 

10/4（土）飾り付け準備 

10/5（日）撤去 

9 
御嶽神社 

例祭 

10/18,19 

18:00〜21:00 

御嶽神社 

 

役員・青年部 

神社総代 

例祭設営 

10 
船橋を 

きれいにする日 

11/16（日） 

9:00～11:00 

前小・中野木小

集積所 

町内住民・担当委員 自宅⇒⇒学校 

11 
合同防災訓練 11/30（日）   役員 船橋市合同防災訓練 

 

12 
町会夜回り 

 

12/20（土） 

雨天中止 

町内全域 役員・子供会 防犯灯の点検 

13 
会館開所式 2/11（水） 町会会館 招待者、役員他  

14 
水道排水栓使用 

防火・防災訓練 

3/7（土） 西 3丁目公園 役員・町会住民・子供会 

青年部 

消防署・消防団参加 

AED 雨天中止 

15 
小学校 

スクールガード 

開校時 小学生通学路 スクールガード委員 学校登下校時の防犯見守り 

16 
公園清掃活動  西 3丁目公園 町会役員 月 2回 

17 
役員会  集会所 役員全員 月 1回以上適宜開催する 



令和 8 年度 前原親交会事業活動計画（案） 

 

 

 

（４） 

事 業 名 日 時 場 所 参 加 者 備 考 

1 
会計監査 

 

4/6（月） 

10:00～ 

町会会館 監事・会計 R7年度会計監査 

2 
令和 8年度総会 5/24（日） 

14:00～ 

東部公民館 

4階講堂 

役員・組長・町会会員 R7年度事業・会計報告及び 

R8年度事業計画・予算承認 

3 
クリーン船橋 

530の日 

5/31（日） 

9:00～11:00 

前小・中野木小 

集積所 

町内住民・担当委員 自宅⇒⇒学校 

4 
運動会検討会 未定 町会会館 役員・各委員・青年部 

子供会 

実行検討 

5 
第 41回運動会 

 

6/7(日) 

9:30～ 

前小校庭 青年部・子供会・役員 

第 1白寿会・婦人協力隊 

前日設営 13:00～ 

雨天の場合は賞品贈呈 

6 
敬老会・祭礼検討会 未定 町会会館 役員・民生委員・総代 

担当委員・青年部 

実行検討 

7 
令和 8年度敬老会 

 

9/27（日） 

9:00～15:00 

東部公民会 

4階講堂 

80歳以上対象 

民生委員・役員・来賓 

会場設置 

9:00～ 

8 
令和 8年度祭礼 

 

10/4（日） 

10:00～ 

町内全域 

渡御 

町内住民･子供会･役員・ 

総代･青年部･婦人協力隊 

10/3（土）飾り付け準備 

10/4（日）撤去 

9 
御嶽神社 

例祭 

10/18.19 

18:00〜21:00 

御嶽神社 

 

町内住民  

10 
船橋を 

きれいにする日 

11/15（日） 

9:00～11:00 

前小・中野木小

集積所 

町内住民・担当委員 自宅⇒⇒学校 

11 
合同防災訓練 11/29（日）  役員 船橋市合同防災訓練 

 

12 
町会夜回り 

 

12/19（土） 

19:00～20:00 

町内全域 役員・子供会 防犯灯の点検 

13 
御嶽神社 

元旦祭 

12/31～1/3 御嶽神社 

 

役員・青年部 

神社総代 

元旦祭準備 

14 
小学校 

スクールガード 

開校時 小学生通学路 スクールガード委員 学校登下校時の防犯見守り 

15 
公園清掃活動  西 3丁目公園 町会役員 月 2回 

16 
クリーン船橋 

530の日 

5/31（日） 

9:00～11:00 

前小・中野木小 

集積所 

町内住民・担当委員 自宅⇒⇒学校 



令和 8 年度前原親交会役員選出（案） 

役 職 氏  名 電  話 備  考 

会 長 天 野 晃  防災部 

副 会 長 野 路 茂  防犯部 

副 会 長 明 欣 彦  総務部 

会  計 松 本 忠 雄  経理部 

監 事 森 田 典 夫   

監  事 加 藤 清   

理  事 高 橋 美 佐 子  総務部 

理  事 小 林 健 一  文化・広報部 

理 事 藤 原 利 夫  総務部 

理 事 門 田 祥 次  防災部 

理 事 佐 々 木 祥 一  環境衛生部 

神 社 総 代 天 野 衛   

神 社 総 代 武 市 一 宏   

嘱 託 高 橋 達 雄  青年部 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９） 



 

 

（１０） 

◎部長　　○副部長

◎　明欣彦 ○　高橋美佐子

　　藤原利夫

◎　松本忠雄

野路茂 ◎　天野晃 〇　門田祥次
明欣彦

森田典夫 ◎　野路茂

加藤清

◎　小林健一

◎　佐々木祥一

◎　高橋達雄 〇　門田祥次

　　佐々木祥一

　  天野衛 　  武市一宏

前原親交会会務分担表

青年部

神社総代

　　　　　　　　

監事 防犯部

会長

副会長

総務部

経理部

防災部

文化・広報部

環境衛生部

天野晃

部署名
総務部 ・役員会の開催通知　 ・集会所の管理

・総会資料作成 ・婦人協力隊
・市提出資料の作成 ・子供会対応
・会議資料の作成 ・スクールガードの支援

経理部 ・出納管理 ・祝儀.香典の贈与
・予算管理 ・町会費振込請求
・予決算書作成

防災部 ・自主防災組織の結成 ・消火器の管理
・防災防火訓練，水害防災活動 ・非常用資器材の管理
・防火パトロール

防犯部 ・防犯パトロール（歳末警戒） ・カーブミラーの設置（一部）
・防犯灯の設置，管理

文化・広報部 ・掲示板の管理 ・文化，広報活動
・掲示物の貼り付け ・回覧物の受取り，配布

環境衛生部 ・クリーン船橋５３０の日 ・公園の清掃及び管理
・船橋をきれいにする日 ・有価物回収の管理

青年部 ・青年部組織化及び活動 ・町内祭礼行事
・運動会 ・各種イベントの協力

神社総代 ・町内祭礼行事 ・神社関係行事

分担内容



令和 8 年度 前原親交会 班長 組番号（77 組） 

班長名 組番号 （旧組番号） 

第１班 

高橋 美佐子 

(11組) 

2-5 

(3-3) 

2-6 

(1-2) 

2-7 

(1-2A) 

2-8 

(12-5) 

2-9 

(12-2) 

3-4 

(12-1) 

3-5 

(12-1A) 

6-1 

(1-3) 

6-9 

(9-5) 

6-11 

(9-2) 

7-2 

(1-1A) 

   

第２班 

高橋 美佐子 

(9組) 

1-2 

(5-1) 

1-3（5-

1A） 

2-2 

(4) 

2-3 

（3-2） 

2-4 

(2) 

 

 

 

7-1 

(1-1) 

7-3 

(11-2) 

7-4 

(11-5) 

7-5 

(11-5A) 

   

第３班 

明 欣彦 

(11組) 

1-1 

(5-2) 

1-4 

(6-1A) 

1-5 

(6-1D) 

1-6 

(6-1B) 

1-7 

(6-2A) 

1－10  

 

2-1 

(3-1) 

3-1 

(6-3) 

3-2 

(12-3) 

3-3 

(12-3A) 

3-13   

第４班 

佐々木祥一 

(6組) 

1-8 

(6-4) 

1-9 

(7-2) 

     

3-6 

(7-4) 

3-7 

(7-1) 

3-8 

(7-5) 

3-11 

(7-3) 

   

第５班 

天野 晃 

(8組) 

3-9 

(8-1) 

3-10 

(8-7) 

3-12     

4-2 

(9-1B) 

4-5 

(8-3) 

4-6 

(8-8) 

4-7 

(8-5) 

4-8 

(8-6) 

  

第６班 

門田祥次 

(6組) 

4-1 

(9-1A) 

4-3 

(9-4A) 

4-4 

(9-4B) 

    

6-8 

(9-6) 

6-10 

(9-3) 

6-12 

(9-3A) 

    

第７班 

野路 茂 

(5組) 

4-9 

(8-4) 

      

5-5A 

(15-AB) 

5-5B 

(15-AB) 

5-6A 

(16-AB) 

5-6B 

(16-AB) 

   

第８班 

小林 健一 

(10組) 

5-9 

(13-3) 

6-2 

(1-5) 

6-3 

(11-1) 

    

7-6 

(11-4) 

7-7 

(11-3) 

7-8 

(11-3A) 

7-9 

(13-1) 

7-10 

(13-2A) 

7-11 

(12-2A) 

7-12 

(13-2) 

第９班 

高橋 達雄 

(11組) 

5-1 

(10-1) 

5-2 

(10-7) 

5-3 

(10-4) 

5-4 

(14-4) 

5-7 

(14-1) 

5-8 

(14-2) 

5-10 

(14-3) 

6-4 

(10-5) 

6-5 

(10-6) 

6-6 

(10-3) 

6-7 

(10-2) 

   

 

 

 

（１１） 



前原親交会区域概要図 

  

 

（１２） 



前原親交会規約 

第１章 総  則 

 
（目的） 

第１条 本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行うことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資す

ることを目的とする。 

（１）会員の親睦厚生福祉並びに文化向上に関する事項 

（２）防犯・防火・衛生に関する事項 

（３）集会施設の維持管理 

（４）街路灯の維持管理 

（５）その他本会の目的を達成するために必要な事項 

 

（名称） 

第２条 本会の名称は、前原親交会と称する。 

 

（区域） 

第３条 本会の区域は、船橋市前原西２丁目２９番、３０番の一部、３１番の一部、３６番の一部、３７番の一部、前

原西３丁目１５番の一部、１６番の一部、１７番、１８番の一部、１９番から２７番まで、２８番の一部、前

原西５丁目３番の一部、４番から１５番まで、１６番の一部、１７番の一部、前原西６丁目５番の一部と前原

西７丁目１番の一部、２番の一部、６番、７番の一部、８番の一部、９番の一部の区域とする。 

 

（町会会館） 

第４条 本会の事務所は、町会会館に置く。 

２ 町会会館の利用は細則にて定める。 

 

第２章 会  員 

 

（会員） 

第５条 本会の会員は、第３条に定める区域内に住所を有する個人とする。 

 

（会費） 

第６条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 

２ 会費の額は細則にて定める。 

 

（入会） 

第７条 第３条に定める区域内に住所を有する個人で本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長

に提出しなければならない。 

２ 本会は、前項の入会申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。 

 

 

 

（１３） 



（退会時） 

第８条 会員が次の各号の一に該当する場合には、退会したものとする。 

（１）第３条に定める区域内に住所を有しなくなった場合 

(２) 本人より別に定める退会届が会長に提出された場合 

    ２ 会員が死亡し、または失踪宣言を受けたときは、その資格を失う。 

 

第３章 役  員 

（役員の種別） 

第９条 本会に、次の役員を置く。 

（１） 会   長 １  名 

（２） 副  会  長  ２  名 

（３） 会     計  １  名 

（４） 理    事  若干名    

（５） 監    事  ２  名 

（６） その他役員  若干名  

 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、総会において、会員の中から選任する。                             

 2   監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼任することはできない。 

 

（役員の職務） 

第１１条 会長は本会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した

順序によって、その職務を代行する。 

３ 会計は、金銭の収支及び財産を管理する。  

４ 理事は、会務全般の運営にあたる。 

５ 監事は、次に掲げる業務を行う。 

（１）本会の会計及び資産の状況を監査すること。 

（２）会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。 

（３）会計及び資産の状況又は業務執行について不整の事実を発見したときは、これを総会に報告すること。 

（４）前号の報告をするため必要があると認めるときは、総会の招集を請求すること。 

 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならな

い。 

 

 

 

 

（１４） 



 

（役員の報酬） 

第１３条 役員は無報酬とする。但し役員の諸活動に必要な費用等については、別途役員活動費として、年１回支

給する。 

２ 役員活動費の額は細則にて定める。 

３ 役員退任時の慰労金の額は細則にて定める。 

 

第４章 総  会    

 

（総会の種別） 

第１４条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。 

 

（総会の構成） 

第１５条 総会は会員をもって構成する。 

 

（総会の権能） 

第１５条 総会は、この規約に定めるもののはか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。 

 

（総会の開催） 

第１７条 通常総会は、毎年度決算終了後３ヶ月以内に開催する。 

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。 

（１）会長が必要と認めたとき。 

（２）総会員の５分の１以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 

（３）第１１条第５項第４号の規定により監事から開催の要求があったとき。 

 

（総会の招集） 

第１８条 総会は、会長が招集する。 

２ 会長は、前条第２項第２項及び第３号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から３０

日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

３ 総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の少

なくとも５日前までに文書をもって通知しなければならない。 

 

（総会の議長）  

第１９条 総会の議長は、会長がこれに当たる。 

 

（総会の定足数） 

第２０条 総会は、総会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

 

（総会の議決） 

第２１条 総会の議事は、この規定に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長が決するところによる。 

 

（１５） 



（会員の評決権） 

第２２条 会員は、総会において、各々一個の表決権を有する。 

２ 次の事項以外の事項については、前項の規定にかかわらず、会員の表決権は、会員の所属する世帯の会

員数分の１とする。 

（１）規約の変更 

（２）解散の議決 

（３）残余財産の処分 

（４）第３２条の規定による資産の処分 

 

（総会の書面表決等） 

第２３条 止むを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもっ

て表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。                                                       

２ 前項の場合における第２０条及び第２１条の規定の適用については、その会員は出席したものとする。 

 

（総会の議事録） 

第２４条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

（１）日時及び場所 

（２）会員の現在数及び出席者数（書面表決者及び表決委任者を含む。） 

（３）開催目的、審議事項及び議決事項 

（４）議事の経過の概要及びその結果 

（５）議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された、議事録署名人２人以上が署名押印をしなければな

らない。 

 

第５章 役 員 会 

 

（役員会の構成） 

第２５条 役員会は、役員をもって構成する(但し監事を除く)。 

 

（役員会の権能） 

第２６条 役員会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。 

（１）総会に付議すべき事項 

（２）総会の議決した事項の執行に関する事項 

（３）その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

 

（役員会の招集等） 

第２７条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 

２ 会長は、役員の２分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求のあったと

きは、その請求があった日から２０日以内に役員会を招集しなければならない。 

      ３ 役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開会の日の

少なくとも５日前までに通知しなければならない。 

 

（１６） 



（役員会の議長） 

第２８条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。    

 

（役員会の定足数等） 

第２９条 役員会は、第２０条、第２１条、第２３条及び第２４条の規定を準用する。この場合において、これら

の規定中「総会」とあるのは「役員会」、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。 

第６章 資産及び会計 

 

（資産の構成） 

第３０条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）別に定める財産目録記載の資産 

（２）会費 

（３）活動に伴う収入 

（４）資産から生じる果実 

（５）その他の収入 

 

（資産の管理） 

第３１条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。 

 

（資産の処分） 

第３２条 本会の資産で第３０条１号に掲げるもののうち別に総会において定めるものを 

処分し、又は担保に供する場合は、総会において４分の３以上の議決を要する。 

 

（経費の支弁） 

第３３条 本会の経費は、資産をもって支弁する。 

 

（事業計画及び予算） 

第３４条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決 

を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が議決される日までの間は、前年度 

の予算を基準として収入支出をすることができる。 

 

（事業報告及び決算） 

第３５条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支計算書、財産目録等として 

作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後３ヶ月以内に総会の承認を受け 

なければならない。 

 

（会計年度） 

第３６条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

第７章 規約の変更及び解散 

 

 

（１７） 



（規約の変更） 

第３７条 この規約は、総会において総会員の４分の３以上の決議を得、かつ、船橋市長 

の認可を受けなければ変更することはできない。 

（解散） 

第３８条 本会は、次に掲げる事由によって解散する。 

（１）破産手続開始の決定 

（２）認可の取り消し 

（３）総会の議決 

（４）構成員が欠けたこと 

２ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の議決を得なければならない。 

 

（残余財産の処分） 

第３９条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の４分の３以上の 

     議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄付するものとする。 

 

第８章 雑  則 

 

（備付け帳簿及び書類、細則） 

第４０条 本会の事務所には、規約、会員名簿、認可及び登記等に関する書類、総会及び 

役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す書類その他 

必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。 

 

（委任） 

第４１条 この規約の施行に関し必要な事項は、総会の議決を得て役員会が定める。 

 

（細則） 

第４２条 本規約の実施に当たり必要事項は別に細則を設ける。 

附則 

１  この規約は令和３年６月２７日から施行される。 

２ 本規約は令和８年５月２４日から施行される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１８） 



前原親交会細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、前原親交会規約第４２条に基づき、規約の迅速なる実施を図るため規約第１章第１条５号、

第２章第６条、第３章第 9 条及び第１３条について、その細部に関し規定する。 

 

（弔慰金）  

第２条  規約第１章第１条５号のうち、会員の慶弔に関する事項を次の様に定める。 

（１）香典について    世帯主が死亡のとき    ５，０００円 

（２）本会の役員にして１期（２ヶ年）以上就任されたものには、役員会の議決を経て、別途、記念品又

は生花を贈ることができる。 

 

（会費の額） 

第３条 規約第２章第６条の会費納入については以下の様に定める。 

    基本料金     持家者       一律  一ヶ月   ３５０円 

             借家者       一律  一ヶ月   １５０円 

    特例として寮等で一括借り上げの場合は 一律  一ヶ月 １，０００円 

    ただし、特別の事情のある会員については町会費の減免を、役員会の議決を経て行うことができる。 

 

（役員の種別） 

第４条 規約第３章第 9 条のその他役員については以下の様に定める。 

    その他役員    相 談 役（若干名） 

             神社総代（若干名） 

 

（役員活動費の額） 

第５条 規約第３章第１３条の役員活動費については以下の様に定める。 

    （１）年間費用として 会 長 ７０，０００円  副会長 ４０，０００円 

                理 事 ３０，０００円  会 計 ４０，０００円 

               監 事 ２０，０００円  神社総代２０，０００円 

    （２）支給時期、支給方法については役員会の議決を経て決定する。 

 

 

 

 

（１９） 



（退職慰労金） 

第６条 退職慰労金については以下の様に定める（１期２年）。 

 会 長 ４，０００円  副会長 ４，０００円 

 会 計 ４，０００円  理 事 ２，０００円 

 監 事 ２，０００円  嘱 託 ２，０００円 

 

（雑則） 

第７条 本細則に定める内容の改定は、必要の都度役員会に諮って決定し総会にて承認を得なければならない。 

 

（附則） 

本細則は令和３年６月２７日から施行される。 

本細則は令和８年５月２４日から施行される。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２０） 



町会会館利用細則 

 

（利用申請） 

第１条 （１）利用は町会会員及び町会が認めた団体・個人とする。 

（２）申請は原則利用日の 2 週間前までにおこなう。 

（３）利用希望者は「会館利用申請書」を提出（郵便受けに入れる）し、事前に承認を得ること。 

（４）急な利用は、空き状況により管理担当者判断で対応可能とする。 

 

（利用上の遵守事項）  

第２条  （１）使用後は清掃し、原状復帰（椅子・机など）すること。 

（２）ゴミは必ず持ち帰ること。 

（３）飲酒は節度を守り（騒音防止）近隣住宅への配慮をすること。 

（４）大声・音響機器は音量に注意すること。 

（５）火気使用（ガス・ホットプレート等）時は必ず事前申請すること。 

（６）館内での喫煙は禁止。 

（７）エアコン・照明の消灯・雨戸の確認など確実に実施すること。 

（８）利用後は「利用報告書」に記入し郵便受けに投函すること。 

 

（禁止事項）  

第３条  以下目的での利用は禁止とする。 

（１）無断での営利活動（販売・教室）。 

（２）宗教・政治活動（地域トラブル防止のため）。 

（３）反社会的行為・公序良俗違反の集会。 

（４）会館の又貸し。 

 

（特例及び原則運用）  

第４条  今回特例として認めた事項は今回限りとし、次回以降は本細則の原則どおり運用する。 

 

（附則） 

本細則は令和８年５月２４日から施行される。 

以 上 

 

 

 

（２１） 



前原親交会規約、細則改定内容 

１．前原親交会規約改定 

 （１）第４条の（事務所）を（町会会館）に変更 （13 頁） 

 （２）第４条の本会の事務所は、会長宅に置く。を会長宅から町会会館に変更（13 頁） 

 （３）第４条に２項（町会会館の～）を追加 （13 頁） 

 （４）第１３条に３項（役員退任時の～）を追加（15 頁） 

 （５）第４２条・附則の２項：前原親交会会則は廃止する。を本規約は令和８年５月２４日から施行される。

に 

変更 （18 頁） 

（６）第４２条・附則の３項：本会の設立初年度の事業計画及び予算は、第３４条の規定にかかわらず、設立総 

会の定めるところによる。を削除 （18 頁） 

第４２条・附則の４項本会の設立初年度の会計年度は第３６条の規定にかかわらず、設立認可のあった日 

から令和５年３月３１日までとする。を削除 （18 頁） 

 

２．前原親交会細則 

 （１）（雑則）第６条：本細則に定める内容の改定は、必要の都度役員会に諮って決定し総会にて承認を得な 

ければならない。を第７条（雑則）に変更 （20 頁） 

 （２）第６条は（退職慰労金）の項とする。（20 頁） 

 （３）（附則）に、本細則は令和８年５月２４日から施行される。を追加（20 頁） 

 

３．町会会館利用細則 

 （１）町会会館が開所したことから新たに町会会館利用細則を制定する（21 頁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２２）  



 

 

 

 

（２３） 

強調字は当期追加購入

品名 公園倉庫 5丁目倉庫

1 発電機・ポータブル蓄電池 各１ 各１ 交流100V・2KVA4㌟、電灯・スマホ用

2 燃料タンク・油さし 各１ 各１ 鋼板製20L・5丁目10L（ガソリン各10L入）

3 投光器 ２ 2 200W

4 リヤカー （大）１ （小）１ 折畳式アルミ製、荷重（大）130㎏（小）100㎏

5 油圧ジャッキ １ １ 揚高12㎝、荷重5㌧

6 台車 １ １ 荷重100㎏

7 消火器 ２ 2 粉末ABC.10型（薬3㎏）2024限

8 コードリール １ １ 15A.30m

9 ヘッドライト ２ 2

10 シャベル １ 2

11 大ハンマー・木づち 各１ ハンマー１ ハンマーゴム被覆

12 作業灯 － 2

13 丸かまど・窯・木蓋 各１ 各１ 窯34㎝アルミ合金製、同径窯

14 オガライト・薪 各１束 各１束

15 パール大・パール小 各１ 各１ 大90㎝

16 ボルトクリッパー １ １ 径10㎜まで

17 はしご（平成29年購入） １脚 １脚 伸縮脚立式、作業最大3.4m

18 のこぎり3種（金切平成259年購入） 各１ 各１ 穴引き刃先36㎝・改築用細引き・金切り

19 バケツ ５ ５ 容量9ℓ

20 ヘルメット・火ばさみ 各３ 各３ ヘルメット白・火ばさみ45㎝

21 とらロープ・ＰＰロープ 各１ 各１ とら100m・PP30m・PP径12㎜

22 保温シート 大5 大5 追加購入し在庫増

23 水袋・ポリ水缶 ３ ３ 水袋折りたたみ20ℓｘ2、ポリ20ℓｘ1

24 ポリ収納ケース １ １ 63ℓ

25 段ボールトイレ・トイレ袋 トイレ5 トイレ5 トイレ10、袋セット300回分（在庫増）

26 テント １ １ 簡易更衣テント

27 卓上コンロ・ボンベ・点火器
コンロ2

ボンベ6

コンロ2

ボンベ6
ボンベ24本（12本担当役員保管）在庫増

28 ブルーシート ４ ４ （5.4x5.4）x6 新規購入厚手（7.2x9）x2

29 軍手・マスク・消毒液 70･100･3 70･100･2 毎年補充

30 懐中電灯・ランタン 各３ 各３

31 工具箱 １箱 １箱

　金槌（小） 1 1

　バール（小） 1 1

モンキーレンチ 3 3 20,25,30㎝　各1本

ペンチ・プライヤー 各１ 各１

+－ドライバー 各２ 各２ +大小2本、－大小2本

前原親交会防災倉庫収納品一覧表




